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《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「扁平足による疼痛」の病名に対する慢性疼痛疾患管理料

の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 慢性疼痛疾患管理料は変形性膝関節症や筋筋膜性腰痛症等の疼痛によ

る運動制限がある疾患が対象とされている。 

 扁平足による疼痛は、留意事項通知に示されている疾患に該当するもの

として算定は認められると整理した。 

 


